
通所型介護予防事業・訪問型介護予防事業同時実施フロー図

ケアプラン作成者 サービス事業所
秋田市

(長寿福祉課)

　

利用者からの相談

ケアプラン作成者から連絡

【提出物】

・在宅サービス利用申請書

・在宅サービス専用台帳

・介護予防サービス・支援計画書

の

写し

① 介護予防ケアマネジメント

ア：サービス担当者会議まで

（利用者への説明等）

① イ：サービス担当者会議

② 利用申請 ケアプラン作成者から連

市から通知

利用決定通知

③ サービス（事業）開始

③ イ 訪問Ｃ市から訪問状況を連絡

３
か
月

④ 評価 ※評価会議

【提出物】

・在宅サービス専用台帳

・介護予防支援・介護予防ケアマ

ネ ジメントサービス評価表

⑤ ※サービス継続の場合 ケアプラン作成者から連絡

市から通知

利用決定通知

サービス（事業）開始

訪問Ｃ市から訪問状況を連絡
３
か
月

⑥ 地域ケア会議 （地域包括支援センター主催）

地域包括支援センターに連

【提出物】

・在宅サービス専用台帳

・介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメントサービス評価表

ケアプラン作成者から連絡

市から通知

廃止決定通知

【提出物】

・地域ケア会議の記録

地域包括支援センターから連絡

⑦ 廃止申請


